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令和３年 障害者雇用状況の集計結果 

～雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新～ 

神奈川労働局では、このほど、民間企業や公的機関などにおける、令和３年の「障害者雇用状

況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。 

障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合（法定雇用率、民間企

業の場合は 2.3％）以上の障害者を雇うことを義務付けています。 

今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６月１日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者

の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、集計したものです。 

 

【集計結果の主なポイント】 

 

＜民間企業＞（法定雇用率 2.3％） 

○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。 

・雇用障害者数は 25,332.5人、対前年 1.7％（422.0人）増加 

・実雇用率は 2.16%、対前年比 0.03ポイント上昇 

○法定雇用率達成企業の割合は 44.6％（前年比 2.8ポイント減少） 

 

＜公的機関＞（同 2.6％、県及び市町村の一定の教育委員会は 2.5％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。 

・県の機関 ： 雇用障害者数 320.5人（300.0人）、実雇用率 2.83％（2.66％） 

・市町村等の機関  ： 雇用障害者数  2,207.0 人（2,060.0 人）、実雇用率 2.52％（2.38％）  

・県及び市町村の一定の教育委員会  ： 雇用障害者数 572.5 人（430.0 人）、実雇用率 2.35％（1.78％）  

 

 ＜地方独立行政法人等＞（同 2.6％）※（ ）は前年の値 

○雇用障害者数及び実雇用率のいずれも対前年で上回る。 

・雇用障害者数 134.5人（128.5人）、実雇用率 2.31％（2.23％） 

令和３年 12月 27日 
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○ 雇用されている障害者の数、実雇用率、法定雇用率達成企業の割合 

・民間企業（43.5 人以上規模の企業：法定雇用率 2.3％）に雇用されている障

害者の数は 25,332.5 人で、前年より 1.7％（422.0 人）増加し、過去最高と

なった。 

 

・雇用者のうち、身体障害者は 14,134.0人（対前年比 1.3％減）、知的障害者は

6,318.0人（対前年比 4.8％増）、精神障害者は 4,880.5人（対前年比 7.0％増）

であった。 

 

・実雇用率は、10 年連続で過去最高の 2.16％（前年は 2.13％）、法定雇用率達

成企業の割合は 44.6％（前年は 47.4％）であった。 

［ 総括表１、グラフ（１）、詳細表１（１） ］ 

○ 企業規模別の状況 

・企業規模別にみると、雇用されている障害者の数は、今年から新たに報告対

象となった 43.5 人～45.5 人未満規模企業では 41.0 人であった。また、従来

から報告対象であった企業規模で見ると、45.5～100 人未満規模企業で

2,494.5 人（前年は 2,323.5 人）、100～300 人未満で 4,945.0 人（同 4,873.0

人）、300～500 人未満で 2,189.5 人（同 2,159.0 人）、500～1,000 人未満で

4,258.5人（同 4,056.0人）、1,000人以上で 11,404.0人（同 11,499.0人）と、

45.5～100人未満、100～300人未満、300～500人未満、500～1,000人未満

の企業規模で前年より増加し、１,000人以上の企業規模で前年より減少した。 

 

・実雇用率は、今年から新たに報告対象となった 43.5人～45.5人未満規模企業

では 0.86％であった。また、従来から報告対象であった企業規模で見ると、

45.5～100人未満で 1.59％（前年は 1.52％）、100～300人未満で 1.84％（同

1.83％）、300～500人未満で 1.93％（同 1.87％）、500～1,000人未満で 2.72％

（同 2.68％）、1,000 人以上で 2.41％（同 2.36％）と、全ての企業規模で前

年より増加した。 

なお、民間企業全体の実雇用率 2.16％（同 2.13％）と比較すると、 

→1,000人以上規模企業（2.41％）、500～1,000人未満（2.72％）については

上回った。 

→300～500 人未満（1.93％）、100～300 人未満（1.84％）、45.5～100 人未

満（1.59％）、43.5～45.5人未満（0.86％）については下回った。 

障害者雇用状況報告の集計結果（概要） 

１ 民間企業における雇用状況 
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・法定雇用率達成企業の割合は、今年から新たに報告対象となった 43.5～45.5

人未満規模企業では 22.4％であった。また、従来から報告対象であった企業

規模で見ると 45.5～100 人未満規模企業が 43.5％（前年は 43.7％）、100～

300 人未満が 47.6％（同 51.3％）、300～500 人未満が 38.8％（同 42.3％）、

500～1,000人未満が 42.8％（同 49.8％）、1,000人以上が 55.4％（同 61.5％）

と全ての規模の区分で前年より低下した。 

 

［ グラフ（２）・（３）、詳細表１（２） ］ 

 

○ 産業別の状況 

・産業別にみると、雇用されている障害者の数は、「農、林、漁業」が22.0人、
「鉱業、採石業、砂利採取業」が3.0人、「建設業」が484.5人、「製造業」
が7,079.5人、「電気・ガス・熱供給・水道業」が8.0人、「情報通信業」が 
1,496.0人、「運輸業、郵便業」が1,719.0人、「卸売業、小売業」が4,246.0
人、「金融業、保険業」が332.0人、「不動産業、物品賃貸業」が210.0人、
「学術研究、専門・技術サービス業」が1,004.0人、「宿泊業、飲食サービス
業」が600.0人、「生活関連サービス業、娯楽業」が557.0人、「教育・学習
支援業」が322.5人、「医療、福祉」が4,593.5人、「複合サービス事業」が 

189.5人、「サービス業」が2,466.0人で、「電気・ガス・熱供給・水道業」「宿
泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育・学習支援

業」「サービス業」以外の全ての業種で前年よりも増加した。 

 

・産業別の実雇用率では「運輸業・郵便業」（2.20％）、「医療・福祉」（2.87％）、

「複合サービス事業」（2.18%）の３業種は、民間企業全体の 2.16％を上回っ

ている。 

［ グラフ（４）・（５）、詳細表１（３） ］ 

 

 

○ 法定雇用率未達成企業の状況 

・令和３年の法定雇用率未達成企業は 2,776 社。そのうち、不足数が 0.5 人ま

たは１人である企業（１人不足企業）が 63.6％と過半数を占めている。 

 

・また、障害者を１人も雇用していない企業（障害者雇用ゼロ企業）が、未達

成企業に占める割合は 57.4％となっている。 

［ 詳細表１（４） ］ 
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（１）県の機関（法定雇用率 2.6％） 

県の機関に在職している障害者の数は 320.5 人で前年より 6.8％（20.5 人）

増加しており、実雇用率は 2.83％と前年に比べ 0.17ポイント増加した。 

４機関のうち４機関が達成。 

［ 総括表２（１）、詳細表２（１）、４（１） ］ 

 

（２）市町村等の機関（法定雇用率 2.6％） 

市町村等の機関に在職している障害者の数は 2,207.0 人で前年より 7.1％

（147.0人）増加しており、実雇用率は 2.52％と前年に比べ 0.14ポイント上

昇した。 

37機関中 25機関が達成。 

［ 総括表２（２）、詳細表２（２）、４（３） ］ 

 

（３）県及び市町村の一定の教育委員会（法定雇用率 2.5％） 

県の教育委員会に在職している障害者の数は 571.5人で、前年に比べ 33.5％

（143.5人）増加しており、実雇用率は 2.35％と前年に比べ 0.57ポイント上

昇した。 

今年度より報告対象となった市町村の一定の教育委員会に在職している障害

者の数は 1.0人で、実雇用率は 1.04％であった。 

［ 総括表２（３）、詳細表４（２） ］ 

 

 

 

地方独立行政法人等（法定雇用率 2.6％）に雇用されている障害者の数は 134.5

人で、実雇用率は 2.31％であった。 

７法人中５法人が達成。 

［ 総括表３、詳細表３、４（４） ］ 

 

２ 公的機関における在職状況 

３ 地方独立行政法人等における雇用状況 
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１　民間企業における雇用状況（法定雇用率2.3%）

1,174,196.5 人 25,332.5 人 2.16 % 2,234 / 5,010 44.6 %

[ 21,629 人 ]

( 1,171,453.5 人 ) ( 24,910.5 人 ) ( 2.13 % ) ( 2,280 / 4,815 ) ( 47.4 % )

※[ ]内は実人員。以下同じ。

２　地方公共団体における在職状況

（１） 県の機関（法定雇用率2.6%）

11,327.0 人 320.5 人 2.83 % 4 / 4 100.0 %

[ 253 人 ]

( 11,269.5 人 ) ( 300.0 人 ) ( 2.66 % ) ( 3 / 4 ) ( 75.0 % )

（２） 市町村等の機関（法定雇用率2.6%）

87,753.0 人 2,207.0 人 2.52 % 25 / 37 67.6 %

[ 1,706 人 ]

( 86,733.5 人 ) ( 2,060.0 人 ) ( 2.38 % ) ( 22 / 36 ) ( 61.1 % )

※ 市町村等の機関のうち未達成であった機関のうちの１機関は、令和3年12月1日までに達成済み。

（３） 法定雇用率2.5%が適用される県及び市町村の一定の教育委員会（法定雇用率2.5%）

24,288.0 人 571.5 人 2.35 % 0 / 1 0.0 %

[ 474 人 ]

( 24,058.0 人 ) ( 428.0 人 ) ( 1.78 % ) ( 0 / 1 ) ( 0.0 % )

96.5 人 1.0 人 1.04 % 0 / 1 0.0 %

[ 1 人 ]

( 126.5 人 ) ( 2.0 人 ) ( 1.58 % ) ( 1 / 2 ) ( 50.0 % )

３　地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.6%）

5,810.0 人 134.5 人 2.31 % 5 / 7 71.4 %

[ 118 人 ]

( 5,762.0 人 ) ( 128.5 人 ) ( 2.23 % ) ( 5 / 7 ) ( 71.4 % )

※ 地方独立行政法人等のうち未達成であった機関のうちの１機関は、令和3年12月1日までに達成済み。
注　１

２

３

４

５

６

７

市町村等の機関

県の機関

⑤　達成割合

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数

令和３年６月１日現在における障害者の雇用状況（総括表）

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数

②　障害者の数

⑤達成割合

民間企業

③　実雇用率 ④　法定雇用率達成企業の数 / 企業数

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

③　実雇用率

市町村教育委員会

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる職員数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

　特例認定や各機関における法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数の変化等により機関数は変動する。

県の教育委員会

地方独立行政法人等

①　法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労働者数

②　障害者の数 ③　実雇用率 ④　法定雇用率達成機関の数 / 機関数 ⑤　達成割合

　「地方独立行政法人等」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。

　１及び３の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（対象障
害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた
労働者数である。

　２の各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧
除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間労働者以外の重度身体
障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者
及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとして
いる。
　ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、１人分とカウントしている。
 ①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
 ②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得された者である
 　こと

　法定雇用率2.5％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。

　（　）内は、令和2年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。
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注１：雇用義務のある企業（平成24年までは56人以上規模、平成25年から平成29年までは50人以上規模、

　　　平成30年からは45.5人以上規模、令和３年からは43.5人以上規模の企業）についての集計である。

注２：「障害者の数」とは、次に掲げる者の合計数である。

平成１７年まで 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 平成２３年度以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント）
知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント）
重度身体障害者である短時間労働者 重度身体障害者である短時間労働者
重度知的障害者である短時間労働者 重度知的障害者である短時間労働者 

精神障害者
平成１８年以降 身体障害者（重度身体障害者はダブルカウント） 身体障害者である短時間労働者
平成２２年まで 知的障害者（重度知的障害者はダブルカウント） (身体障害者である短時間労働者は0.5人でカウント)

重度身体障害者である短時間労働者 知的障害者である短時間労働者 
重度知的障害者である短時間労働者 　　　　　(知的障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
精神障害者 　　　　　精神障害者である短時間労働者
精神障害者である短時間労働者 　　　　　 (精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 
(精神障害者である短時間労働者は0.5人でカウント) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

民間企業における障害者の雇用状況(グラフ)

※ 平成30年以降は、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、１人分とカウントしている。
　①　通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

注３：法定雇用率は平成24年までは1.8％、平成25年4月から平成29年までは2.0％、平成30年4月から令和2年までは2.2％、
　　　令和3年3月からは2.3％となっている。

＜法定雇用率＞

（１）実雇用率と雇用されている障害者の数の推移

1.8% 2.0% 2.2% 2.3%
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精神障害者
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※24年までは56～100人未満、25～29年までは50～100人未満、30年からは45.5～100人未満、
令和３年からは43.5～100人未満

※24年までは56～100人未満、25～29年までは50～100人未満、30年からは45.5～100人未満、
令和３年からは43.5～100人未満
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注　(4)の図と同じ。

注１　グラフ作成上、労働者数が1千人に満たない農、林、漁業、鉱業、採石業、
　　　砂利採取業及び電気・ガス・熱供給・水道業は除いている。

（４）産業別実雇用率 （５）産業別達成企業割合
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サービス業2.03

金融業,保険業2.12

不動産業,物品賃貸業 1.57

学術研究,専門･技術サービス業 1.91
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◎ 法定雇用率とは 

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．３％ 

  ○ 民間企業 ……    （43.5人以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．６％ 

                   労働者数38.5人以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．６％ 

       （38.5人以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．５％ 

       （40.0人以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回

らない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又

は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神

障害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、次のいずれかに該当する者については、 

１人分としてカウントされる。 

① 通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること 

② 通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者 

保健福祉手帳を取得した者であること 
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ 

 

  実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、
「障害者雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。 

   
   
    

 

障害者雇用状況報告 
（毎年６月１日の状況） 

 

 

（障害者雇用促進法 第43条第７項） 
 

                      
                               

 

 
 

 

障害者雇入れ計画作成命令 
（２年計画） 

 

 翌年１月を始期とする２年間の計画  

（※１）を作成するよう、公共職業安定  

 所長が命令を発出 

         （同法第46条第１項） 

 
 

                    
 

 

 
 

 

障害者雇入れ計画の適正実施勧告 
 

 計画の実施状況が悪い企業に対し、 

 適正な実施を勧告（計画１年目12月） 
         （同法第46条第６項） 

 
 

 
 

 

 
 

 

特 別 指 導 
 

 雇用状況の改善が特に遅れている企 

 業に対し、公表を前提とした特別指導 
 を実施（計画期間終了後に９か月間） 

                                                 
 

 

 
 

 

企 業 名 の 公 表 
 

 

（同法第47条） 
 

 
             不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、 
             厚生労働省本省による直接指導も実施している。 
 

 〔指導実績〕 

  ○ 令和２年度の実績（※２） 

     ＊「障害者雇入れ計画作成命令」の発出    ２７社 

     ＊ 障害者雇入れ計画の「適正実施勧告」   １５社 

     ＊「特別指導」の実施             ２社 
 

  ○ 障害者雇入れ計画を実施中の企業   ２２社（２年度末現在） 
 

  ○ 企業名の公表 

      平成21年度１社 
    

※１ 平成24年1月1日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は３年間から２年間に短縮している 

※２ 平成30年の障害者不適切計上による公務部門における障害者採用により、影響が生じる可能性があった民間企業への 

対策として、令和元年度においては、特例的に「行政措置」の猶予を実施している。 
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詳細表

（１） 概況
①　概況

① ④ ⑤

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

5,010 1,174,196.5 5,024 829 13,135 2,641 25,332.5 2,468.0 2.16 2,234 44.6

( 4,815 ) ( 1,171,453.5 ) ( 5,100 ) ( 800 ) ( 12,705 ) ( 2,411 ) ( 24,910.5 ) ( 2,687.0 ) ( 2.13 ) ( 2,280 ) ( 47.4 )

②　障害種別雇用状況

〔１（１）①表の注〕

注１ 注１

２

２

３

４

５

６

７

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものと
しており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知
的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を0.5人に相当するものと
しており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。
　ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注４に該当するものについては、１人分
とカウントしている。
　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、Ｂ、Ｄ欄は1週間の所定労働時間
が20時間以上30時間未満の短時間労働者である。

　（　）内は令和2年6月1日現在の数値である。
　なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

　Ｄ欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち、注４に該当し
ない者である。

 （　）内は令和2年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

３

'
４

５

区分

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる労働者数

民間企業

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてお
り、ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。

Ａ.重度身
体障害者
及び重度
知的障害
者

Ｆ．うち新規
雇用分

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間労働
者

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間労働者
（注５）

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当
数（対象障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について
定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

企業数 実雇用率
Ｅ÷②×
100

②③ｆ欄及びｇ欄の「うち新規雇用分」は、令和2年6月2日から令和3年6月1日
までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

④ｅ欄の労働者とは、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれ
かに該当する者である。
　①　通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、
　　　 同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

法定雇用
率達成企
業の割合

　Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者を含む。
　①　通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②　通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉
　③　手帳を取得した者であること

　Ｆ欄の「うち新規雇用分」は、令和2年6月2日から令和3年6月1日までの１年間に新規に雇い入れら
れた障害者数である。

①欄の「障害者の数」とは②③ｅ欄及び④ｆ欄の計である。

〔１（１）②表の注〕

⑥

法定雇用率
達成企業の
数

③　障害者の数

７

②③④ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者で
ある短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、
②③ｅ欄及び④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③のａ.ｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者で
あり、②③のｂ.ｄ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時
間未満の短時間労働者である。

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋
Ｃ＋Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者（注４）

６

１ 民間企業における雇用状況（法定雇用率2.3％）

e.dのう
ち、（注
5）に該当
する労働者

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

民間企業 25,332.5 4,160 652 4,765 794 14,134.0 901.5 864 177 3,840 1,146 6,318.0 595.5 3,391 1,840 1,139 4,880.5 971.0

( 24,910.5 ) ( 4,243 )( 629 )( 4,825 )( 760 ）（ 14,320.0 ）（ 1,004.0 ）（ 857 )( 171 )( 3,629 )( 1,030 )( 6,029.0 ）（ 645.5 ）（ 3,148 ）（ 1,724 ）（ 1,103 )( 4,561.5 ）（ 1,037.5 ）

ｃ.重度以
外の身体障
害者

ｄ.重度以
外の知的障
害者である
短時間労働
者

ａ.重度知
的障害者

b.重度知的
障害者であ
る短時間労
働者

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数

ｆ.うち新
規雇用分

ｅ.計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

ｄ.重度以
外の身体障
害者である
短時間労働
者

ａ.重度身
体障害者

ｆ.うち新
規雇用分

b.重度身体
障害者であ
る短時間労
働者

ｅ.計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

④精神障害者の数

g.うち新規雇
用分

ｃ.精神障害
者

③知的障害者の数

ｃ.重度以
外の知的障
害者

ｄ.精神障
害者であ
る短時間
労働者

f.計
ｃ＋(ｄ-e)
×0.5+e
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(2) 企業規模別の雇用状況
①　概況

① ④ ⑤ ⑥

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％
規模計 5,010 1,174,196.5 5,024 829 13,135 2,641 25,332.5 2,468.0 2.16 2,234 44.6

〈 #REF! 〉 〈 28,430 〉〈 #REF! 〉
（ 4,815 )（ 1,171,453.5 )（ 5,100 ) （ 800 ) （ 12,705 ) （ 2,411 ) （ 24,910.5 ) （ 2,687.0 ) （ 2.13 ) （ 2,280 )（ 47.4 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％   
43.5～ 107 4,745.0 8 1 21 6 41.0 3.0 0.86 24 22.4   
45.5人未満　　   

（ ― ) （ ― )（ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― )（ ― )   
企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％   

45.5～ 2,389 157,041.0 444 108 1,362 273 2,494.5 270.0 1.59 1,039 43.5   
100人未満　　 〈 #REF! 〉 〈 #REF! 〉   

（ 2,308 ) （ 152,462.5 )（ 420 ) （ 92 ) （ 1,271 ) （ 241 ) （ 2,323.5 ) （ 252.0 ) （ 1.52 ) （ 1,008 )（ 43.7 )   
  

100～ 1,767 268,970.5 1,016 207 2,456 500 4,945.0 446.5 1.84 841 47.6   
300人未満   

（ 1,752 ) （ 266,094.0 )（ 996 ) （ 215 ) （ 2,433 ) （ 466 ) （ 4,873.0 ) （ 550.0 ) （ 1.83 ) （ 898 )（ 51.3 )   
  

300～ 320 113,387.0 430 75 1,151 207 2,189.5 183.5 1.93 124 38.8
500人未満 〈 #REF! 〉 〈 #REF! 〉

（ 326 ) （ 115,220.5 )（ 424 ) （ 73 ) （ 1,135 ) （ 206 ) （ 2,159.0 ) （ 192.5 ) （ 1.87 ) （ 138 )（ 42.3 )

500～ 243 156,733.0 639 250 2,231 999 4,258.5 515.0 2.72 104 42.8
1000人未満

（ 237 ) （ 151,066.0 )（ 664 ) （ 232 ) （ 2,062 ) （ 868 ) （ 4,056.0 ) （ 532.0 ) （ 2.68 ) （ 118 )（ 49.8 )

1,000人以上 184 473,320.0 2,487 188 5,914 656 11,404.0 1,050.0 2.41 102 55.4
〈 #REF! 〉 〈 #REF! 〉

（ 192 ) （ 486,610.5 )（ 2,596 ) （ 188 ) （ 5,804 ) （ 630 ) （ 11,499.0 ) （ 1,160.5 ) （ 2.36 ) （ 118 )（ 61.5 )

注　１(1)①の表と同じ

②　障害種別雇用状況

注　１(1)②表と同じ

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
労働者数

③　障害者の数

Ｆ．うち新規雇
用分

法定雇用率達
成企業の割合

法定雇用率達
成企業の数

実雇用率
Ｅ÷②×100

企業数 Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者（注４）

Ａ.重度身体障害
者及び重度知的
障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短時
間労働者（注５）

e.dのう
ち、（注
5）に該当
する職員

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
規模計 25,332.5 4,160 652 4,765 794 14,134.0 901.5 864 177 3,840 1,146 6,318.0 595.5 3,391 1,840 1,139 4,880.5 971.0

（ 24,910.5 ) （ 4,243 ) （ 629 ) （ 4,825 ) （ 760 ）（ 14,320.0 ) （ 1,004.0 ) （ 857 ) （ 171 ) （ 3,629 ) （ 1,030 ) （ 6,029.0 ) （ 645.5 ) （ 3,148 ) （ 1,724 )
（ 1,103 )

（ 4,561.5 ) （ 1,037.5 )

43.5～ 41.0 8 1 11 1 28.5 0 0 3 3 4.5 7 2 0 8.0
45.5人未満　 （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― )（ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― ) （ ― )（ ― )（ ― )

45.5～ 2,494.5 372 74 569 113 1,443.5 72 34 405 108 637.0 300 140 88 414.0
100人未満　 （ 2,323.5 ) （ 344 ) （ 62 ) （ 551 ) （ 95 )（ 1,348.5 ) （ 76 ) （ 30 ) （ 391 ) （ 87 ) （ 616.5 ) （ 246 ) （ 142 )（ 83 )（ 358.5 )

100～ 4,945.0 896 153 1,049 181 3,084.5 120 54 682 208 1,080.0 612 224 113 780.5
300人未満 （ 4,873.0 ) （ 880 ) （ 157 ) （ 1,084 ) （ 185 )（ 3,093.5 ) （ 116 ) （ 58 ) （ 672 ) （ 185 ) （ 1,054.5 ) （ 558 ) （ 215 )（ 119 )（ 725.0 )

300～　 2,189.5 382 61 434 72 1,295.0 48 14 350 75 497.5 316 111 51 397.0
500人未満 （ 2,159.0 ) （ 370 ) （ 62 ) （ 428 ) （ 71 )（ 1,265.5 ) （ 54 ) （ 11 ) （ 357 ) （ 79 ) （ 515.5 ) （ 298 ) （ 108 )（ 52 )（ 378.0 )

500～　 4,258.5 563 207 728 229 2,175.5 76 43 424 483 860.5 512 854 567 1,222.5
1000人未満 （ 4,056.0 ) （ 597 ) （ 195 ) （ 699 ) （ 203 )（ 2,189.5 ) （ 67 ) （ 37 ) （ 384 ) （ 439 ) （ 774.5 ) （ 460 ) （ 745 )（ 519 )（ 1,092.0 )

1,000以上 11,404.0 1,939 156 1,974 198 6,107.0 548 32 1,976 269 3,238.5 1,644 509 320 2,058.5

（ 11,499.0 ) （ 2,052 ) （ 153 ) （ 2,063 ) （ 206 )（ 6,423.0 ) （ 544 ) （ 35 ) （ 1,825 ) （ 240 ) （ 3,068.0 ) （ 1,586 ) （ 514 )（ 330 )（ 2,008.0 )

b．　重度身体
障害者である
短時間労働者

b．　重度知的
障害者である
短時間労働者

ｄ．精神障害者
である短時間
労働者

区分

①
障害者の数

②身体障害者の数
ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｃ．重度以外の
身体障害者

ｄ．重度以外
の身体障害
者である短
時間労働者

ｆ．うち新規雇用
分

ａ.重度身体障
害者

ｅ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ｃ.精神障害者
③知的障害者の数 ④精神障害者の数

f．　計
ｃ＋(ｄ-e)×
0.5+e

ａ.重度知的障
害者

ｄ．重度以外の
知的障害者で
ある短時間労
働者

ｆ．うち新規雇用
分

g．うち新規雇
用分

ｃ．重度以外の
知的障害者
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（３） 産業別の雇用状況
①　概況

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

産業計 5,010 1,174,196.5 5,024 829 13,135 2,641 25,332.5 2,468.0 2.16 2,234 44.6

( 4,815 )（ 1,171,453.5 )（ 5,100 )（ 800 )（ 12,705 )（ 2,411 ) （ 24,910.5 ) （ 2,687.0 ) （ 2.13 )（ 2,280 )（ 47.4 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

農、林、漁業 6 1,163.5 3 1 14 2 22.0 2.5 1.89 3 50.0

( 5 )（ 949.5 )（ 1 )（ 0 )（ 17 )（ 2 ) （ 20.0 ) （ 4.0 ) （ 2.11 )（ 3 )（ 60.0 )

3 276.5 0 0 3 0 3.0 0.0 1.08 0 0.0

( 3 )（ 277.0 )（ 0 )（ 0 )（ 2 )（ 0 ) （ 2.0 ) （ 0.0 ) （ 0.72 )（ 0 )（ 0.0 )

建設業 188 27,143.0 125 6 221 15 484.5 20.0 1.78 78 41.5

( 173 )（ 26,493.0 )（ 115 )（ 4 )（ 198 )（ 15 ) （ 439.5 ) （ 18.5 ) （ 1.66 )（ 68 )（ 39.3 )

製造業 1,214 330,991.0 1,706 94 3,473 201 7,079.5 443.0 2.14 593 48.8

( 1,174 )（ 329,921.0 )（ 1,670 )（ 80 )（ 3,309 )（ 204 ) （ 6,831.0 ) （ 433.5 ) （ 2.07 )（ 603 )（ 51.4 )

6 585.0 2 0 4 0 8.0 0.0 1.37 3 50.0

( 6 )（ 574.0 )（ 2 )（ 0 )（ 4 )（ 0 ) （ 8.0 ) （ 0.0 ) （ 1.39 )（ 3 )（ 50.0 )

情報通信業 290 80,902.5 345 12 783 22 1,496.0 130.5 1.85 96 33.1

( 277 )（ 79,216.5 )（ 328 )（ 15 )（ 739 )（ 15 ) （ 1,417.5 ) （ 170.5 ) （ 1.79 )（ 92 )（ 33.2 )

運輸業,郵便業 481 78,077.5 356 56 896 110 1,719.0 117.5 2.20 250 52.0

( 465 ) ( 78,488.5 ) ( 362 ) ( 57 ）（ 867 ）( 91 ) （ 1,693.5 ) （ 154.0 ) （ 2.16 )（ 257 )（ 55.3 )

卸売業,小売業 641 202,098.0 732 108 2,484 380 4,246.0 436.5 2.10 245 38.2

( 645 ) ( 196,028.0 ) ( 758 ) ( 112 ) ( 2,400 ) ( 376 ) （ 4,216.0 ) （ 437.5 ) （ 2.15 )（ 260 )（ 40.3 )

36 15,649.0 84 9 152 6 332.0 31.5 2.12 19 52.8

( 32 ) ( 14,988.5 ) ( 76 ) ( 11 ) ( 142 ) ( 6 ) （ 308.0 ) （ 37.0 ) （ 2.05 )（ 20 )（ 62.5 )

不動産業, 97 13,417.0 58 6 83 10 210.0 17.5 1.57 30 30.9

物品賃貸業
( 88 ) ( 11,808.0 ) ( 45 ) ( 3 ) ( 81 ) ( 9 ) （ 178.5 ) （ 27.0 ) （ 1.51 )（ 31 )（ 35.2 )

190 52,690.5 264 21 439 32 1,004.0 66.5 1.91 66 34.7

( 174 ) ( 51,434.5 ) ( 254 )（ 15 ) ( 443 ) ( 31 ) （ 981.5 ) （ 85.0 ) （ 1.91 )（ 73 )（ 42.0 )

159 30,067.5 97 31 307 136 600.0 60.5 2.00 65 40.9

( 162 ) ( 33,798.5 ) ( 104 ) ( 32 ) ( 330 ) ( 148 ) （ 644.0 ) （ 84.0 ) （ 1.91 )（ 66 )（ 40.7 )

174 28,204.0 74 37 311 122 557.0 44.5 1.97 72 41.4

( 166 ) ( 29,736.5 ) ( 103 ) ( 37 ) ( 367 ) ( 109 ) （ 664.5 ) （ 110.5 ) （ 2.23 )（ 77 )（ 46.4 )

142 22,479.5 64 17 162 31 322.5 21.0 1.43 42 29.6

( 136 ) ( 22,216.5 ) ( 76 ) ( 13 ) ( 156 ) ( 32 ) （ 337.0 ) （ 32.0 ) （ 1.52 )（ 49 )（ 36.0 )

医療,福祉 853 160,040.5 547 341 2,494 1,329 4,593.5 785.0 2.87 415 48.7

( 790 ) ( 152,902.0 ) ( 531 ) ( 341 ) ( 2,305 ) ( 1,146 ) （ 4,281.0 ) （ 799.0 ) （ 2.80 )（ 415 )（ 52.5 )

20 8,691.0 55 4 71 9 189.5 17.5 2.18 9 45.0

( 18 ) ( 8,067.5 ) ( 51 )（ 3 ) ( 63 )（ 8 ) （ 172.0 ) （ 19.5 ) （ 2.13 )（ 8 )（ 44.4 )

サービス業 510 121,720.5 512 86 1,238 236 2,466.0 274.0 2.03 248 48.6

( 501 ) ( 134,554.0 ) ( 624 ) ( 77 ) ( 1,282 ) ( 219 ) （ 2,716.5 ) （ 275.0 ) （ 2.02 )（ 255 )（ 50.9 )

注　１(1)①の表と同じ
※　産業計はその他分類不能の産業を含む。

②
法定雇用障害者数の
算定の基礎となる労
働者数

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

学術研究,専
門・技術サー
ビス業

生活関連サー
ビス業,娯楽業

Ｂ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者である
短時間労働
者

Ｃ．重度以
外の身体障
害者、知的
障害者及び
精神障害者
（注４）

宿泊業,飲食
サービス業

⑥
法定雇用率
達成企業の
割合

⑤
法定雇用率
達成企業の
数

複合サービス事業

①
企業数

金融業,保険業

電気・ガス・
熱供給・水道
業

区分

教育,学習支援業

鉱業,採石業,
砂利採取業

④
実雇用率
Ｅ÷②×100

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ｆ．うち新規
雇用分

Ｄ.重度以外の
身体障害者及び
知的障害者並び
に精神障害者で
ある短時間労働
者（注５）

③　障害者の数
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②　障害種別雇用状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

産業計 25,332.5 4,160 652 4,765 794 14,134.0 901.5 864 177 3,840 1,146 6,318.0 595.5 3,391 1,840 1,139 4,880.5 971.0

( 24,910.5 ) ( 4,243 ） ( 629 ） ( 4,825 ） ( 760 ） ( 14,320.0 ） ( 1,004.0 ） ( 857 ) ( 171 ) ( 3,629 ) ( 1,030 ) ( 6,029.0 ) ( 645.5 ) ( 3,148 ) ( 1,724 ) ( 1,103 ) ( 4,561.5 ) ( 1,037.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

農、林、漁業 22.0 3 1 4 1 11.5 0 0 4 1 4.5 4 2 2 6.0

( 20.0 ) （ 1 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 1 ) （ 6.5 ) （ 0 ) ( 0 ) ( 5 ） ( 1 ) （ 5.5 ) （ 7 ) ( 1 ) ( 1 )（ 8.0 )

3.0 0 0 2 0 2.0 0 0 0 0 0.0 1 0 0 1.0

( 2.0 ) （ 0 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 0 ) （ 1.0 ) （ 0 ） ( 0 ） ( 0 ） ( 0 ) （ 0.0 ) （ 1 ） ( 0 ) ( 0 )（ 1.0 )

建設業 484.5 119 6 148 10 397.0 6 0 25 4 39.0 45 4 3 48.5

( 439.5 ) （ 109 ) ( 4 ) ( 140 ) ( 8 ) （ 366.0 ) （ 6 ） ( 0 ） ( 18 ） ( 5 ) （ 32.5 ) （ 37 ） ( 5 ) ( 3 )（ 41.0 )

製造業 7,079.5 1,406 66 1,465 62 4,374.0 300 ） 28 1,146 103 1,825.5 816 82 46 880.0

( 6,831.0 ) （ 1,401 ) ( 60 ) ( 1,490 ) ( 71 ) （ 4,387.5 ) （ 269 ） ( 20 ） ( 1,068 ） ( 88 ) （ 1,670.0 ) （ 695 ） ( 101 ) ( 56 )（ 773.5 )

8.0 2 0 4 0 8.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0

( 8.0 ) （ 2 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 0 ) （ 8.0 ) （ 0 ） ( 0 ） ( 0 ） ( 0 ) （ 0.0 ) （ 0 ） ( 0 ) ( 0 )（ 0.0 )

情報通信業 1,496.0 337 12 289 11 980.5 8 0 73 2 90.0 405 25 16 425.5

( 1,417.5 ) （ 323 ) ( 15 ) ( 284 ) ( 7 ) （ 948.5 ) （ 5 ） ( 0 ） ( 78 ） ( 2 ) （ 89.0 ) （ 360 ） ( 23 ) ( 17 )（ 380.0 )

運輸業,郵便業 1,719.0 300 47 441 45 1,110.5 56 9 257 36 396.0 175 52 23 212.5

( 1,693.5 ) （ 303 ) ( 47 ) ( 459 ) ( 41 ) （ 1,132.5 ) （ 59 ） ( 10 ） ( 240 ） ( 29 ) （ 382.5 ) （ 146 ) ( 43 ) ( 22 ) ( 178.5 )

卸売業,小売業 4,246.0 527 87 663 97 1,852.5 205 21 1,087 152 1,594.0 596 269 138 799.5

( 4,216.0 ) （ 540 ) ( 88 ) ( 669 ) ( 114 ) （ 1,894.0 ) （ 218 ） ( 24 ） ( 990 ） ( 146 ) （ 1,523.0 ) （ 601 ） ( 256 ) ( 140 )（ 799.0 )

332.0 82 9 91 4 266.0 2 0 21 2 26.0 35 5 5 40.0

( 308.0 ) （ 75 ) ( 11 ) ( 89 ) ( 5 ) （ 252.5 ) （ 1 ） ( 0 ） ( 14 ） ( 1 ) （ 16.5 ) （ 32 ） ( 7 ) ( 7 )（ 39.0 )

210.0 43 6 34 4 128.0 15 0 11 1 41.5 31 12 7 40.5

( 178.5 ) （ 43 ) ( 3 ) ( 37 ) ( 3 ) （ 127.5 ) （ 2 ） ( 0 ） ( 4 ） ( 1 ) （ 8.5 ) （ 29 ） ( 16 ) ( 11 )（ 42.5 )

1,004.0 249 20 217 18 744.0 15 1 51 5 84.5 156 24 15 175.5

( 981.5 ) （ 238 ) ( 13 ) ( 228 ) ( 18 ) （ 726.0 ) （ 16 ） ( 2 ） ( 45 ） ( 7 ) （ 82.5 ) （ 153 ） ( 23 ) ( 17 )（ 173.0 )

600.0 64 17 70 26 228.0 33 14 138 92 264.0 68 49 31 108.0

( 644.0 ) （ 70 ) ( 20 ) ( 75 ) ( 41 ) （ 255.5 ) （ 34 ） ( 12 ） ( 138 ） ( 81 ) （ 258.5 ) （ 73 ） ( 70 ) ( 44 )（ 130.0 )

557.0 45 20 90 35 217.5 29 17 94 39 188.5 79 96 48 151.0

( 664.5 ) （ 52 ) ( 22 ) ( 94 ) ( 33 ) （ 236.5 ) （ 51 ） ( 15 ） ( 115 ） ( 36 ) （ 250.0 ) （ 84 ） ( 114 ) ( 74 )（ 178.0 )

322.5 62 17 61 15 209.5 2 0 29 6 36.0 64 18 8 77.0

( 337.0 ) （ 73 ) ( 13 ) ( 63 ) ( 16 ) （ 230.0 ) （ 3 ） ( 0 ） ( 27 ） ( 4 ) （ 35.0 ) （ 56 ） ( 22 ) ( 10 )（ 72.0 )

医療,福祉 4,593.5 438 264 593 317 1,891.5 109 77 614 652 1,235.0 536 1,111 751 1,467.0

( 4,281.0 ) （ 415 ) ( 265 ) ( 563 ) ( 277 ) （ 1,796.5 ) （ 116 ） ( 76 ） ( 613 ） ( 568 ) （ 1,205.0 ) （ 478 ） ( 952 ) ( 651 )（ 1,279.5 )

189.5 51 2 46 4 152.0 4 2 9 5 21.5 13 3 3 16.0

( 172.0 ) （ 49 ) ( 2 ) ( 42 ) ( 2 ) 143.0 ) （ 2 ） ( 1 ） ( 4 ） ( 6 ) （ 12.0 ) （ 14 ） ( 3 ) ( 3 )（ 17.0 )

サービス業 2,466.0 432 78 547 145 1,561.5 80 8 281 46 472.0 367 88 43 432.5

( 2,716.5 ) （ 549 ) ( 66 ) ( 583 ) ( 123 ) （ 1,808.5 ) （ 75 ） ( 11 ） ( 270 ） ( 55 ) （ 458.5 ) （ 382 ） ( 88 ) ( 47 )（ 449.5 )

注　１(1)②の表と同じ

生活関連サービス
業,娯楽業

ｄ.重度以外の身
体障害者である
短時間労働者

ｄ.重度以外の知
的障害者である
短時間労働者

宿泊業,飲食サービ
ス業

不動産業,物品賃貸
業

ｄ.精神障害者で
ある短時間労働
者

f．　計
ｃ＋(ｄ-e)×0.5+e

ｃ.重度以外の身
体障害者

ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

鉱業,採石業,砂利採
取業

学術研究,専門・技
術サービス業

ａ.重度身体障害
者

③知的障害者の数
ａ.重度知的障害
者

b.重度知的障害
者である短時間
労働者

ｃ.重度以外の知
的障害者

④精神障害者の数

g.うち新規雇用分

ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ＋ｄ
×0.5

ｆ.うち新規雇用分

ｃ.精神障害者

e.dのうち、
（注5）に該当
する職員

複合サービス事業

教育・学習支援業

ｆ.うち新規雇用分区分

①
障害者の数

電気・ガス・熱供
給・水道業

金融業,保険業

b.重度身体障害
者である短時間
労働者

②身体障害者の数
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③　製造業における雇用状況（概況）

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

製造業計 1,214 330,991.0 1,706 94 3,473 201 7,079.5 443.0 2.14 593 48.8

( 1,174 ) ( 329,921.0 ) ( 1,670 ) ( 80 ) ( 3,309 ) ( 204 ) ( 6,831.0 ) ( 433.5 ) ( 2.07 ) ( 603 ) ( 51.4 )

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

食料品・たばこ 119 32,039.0 112 25 450 75 736.5 39.0 2.30 69 58.0

( 115 ) ( 29,831.5 ) ( 100 ) ( 27 ) ( 418 ) ( 63 ) ( 676.5 ) ( 50.5 ) ( 2.27 ) ( 71 ) ( 61.7 )

繊維工業 10 1,053.5 6 0 8 0 20.0 0.0 1.90 5 50.0

( 10 ) ( 1,060.5 ) ( 6 ) ( 0 ) ( 8 ) ( 0 ) ( 20.0 ) ( 0.0 ) ( 1.89 ) ( 5 ) ( 50.0 )

木材・家具 11 5,035.5 30 0 63 1 123.5 23.0 2.45 9 81.8

( 12 ) ( 4,839.0 ) ( 24 ) ( 0 ) ( 54 ) ( 1 ) ( 102.5 ) ( 3.0 ) ( 2.12 ) ( 9 ) ( 75.0 )

ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・印刷 53 6,420.5 27 1 95 5 152.5 5.0 2.38 31 58.5

( 54 ) ( 6,643.0 ) ( 27 ) ( 1 ) ( 99 ) ( 4 ) ( 156.0 ) ( 10.0 ) ( 2.35 ) ( 28 ) ( 51.9 )

化学工業 119 20,928.5 85 11 201 18 391.0 23.5 1.87 55 46.2

( 113 ) ( 20,878.0 ) ( 79 ) ( 11 ) ( 203 ) ( 16 ) ( 380.0 ) ( 32.0 ) ( 1.82 ) ( 58 ) ( 51.3 )

窯業・土石 22 2,320.5 11 1 23 1 46.5 5.0 2.00 12 54.5

( 21 ) ( 2,261.0 ) ( 9 ) ( 0 ) ( 23 ) ( 1 ) ( 41.5 ) ( 7.0 ) ( 1.84 ) ( 12 ) ( 57.1 )

鉄鋼 18 2,419.5 11 2 34 2 59.0 1.0 2.44 13 72.2

( 17 ) ( 2,470.0 ) ( 13 ) ( 2 ) ( 32 ) ( 2 ) ( 61.0 ) ( 5.0 ) ( 2.47 ) ( 13 ) ( 76.5 )

非鉄金属 25 6,260.0 24 3 75 1 126.5 3.0 2.02 15 60.0

( 25 ) ( 6,232.0 ) ( 24 ) ( 2 ) ( 72 ) ( 2 ) ( 123.0 ) ( 8.0 ) ( 1.97 ) ( 16 ) ( 64.0 )

金属製品 121 12,418.0 57 6 182 6 305.0 18.0 2.46 58 47.9

( 112 ) ( 11,488.0 ) ( 55 ) ( 3 ) ( 172 ) ( 5 ) ( 287.5 ) ( 15.0 ) ( 2.50 ) ( 58 ) ( 51.8 )

電気機械 204 53,413.5 275 11 527 46 1,111.0 63.0 2.08 101 49.5

( 192 ) ( 53,778.5 ) ( 283 ) ( 9 ) ( 491 ) ( 58 ) ( 1,095.0 ) ( 63.5 ) ( 2.04 ) ( 100 ) ( 52.1 )

その他機械 393 162,628.0 922 29 1,553 32 3,442.0 224.5 2.12 180 45.8

( 385 ) ( 163,849.0 ) ( 909 ) ( 21 ) ( 1,480 ) ( 34 ) ( 3,336.0 ) ( 180.0 ) ( 2.04 ) ( 188 ) ( 48.8 )

その他 119 26,054.5 146 5 262 14 566.0 38.0 2.17 45 37.8

( 118 ) ( 26,590.5 ) ( 141 ) ( 4 ) ( 257 ) ( 18 ) ( 552.0 ) ( 59.5 ) ( 2.08 ) ( 45 ) ( 38.1 )

注 １(1)①の表と同じ

⑥
法定雇用率
達成企業の
割合

⑤
法定雇用率達
成企業の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100Ｆ．うち新規

雇用分

Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者(注４)

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間労働者(注
５)

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る労働者数

①
企業数 Ｅ．計

Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

③　障害者の数
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④　製造業における雇用状況（障害種別）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

製造業計 7,079.5 1,406 66 1,465 62 4,374.0 300 28 1,146 103 1,825.5 816 82 46 880.0

（ 6,831.0 ) （ 1,401 ) （ 60 ) （ 1,490 ) （ 71 ） （ 4,387.5 ) （ 269 ) （ 20 ) （ 1,068 ) （ 88 ） （ 1,670.0 ) （ 695 ) （ 101 )（ 56 )（ 773.5 )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

食料品・たばこ 736.5 67 14 99 21 257.5 45 11 267 42 389.0 74 22 10 90.0

（ 676.5 ) （ 63 ) ( 15 ) ( 94 ) ( 17 ) （ 243.5 ) （ 37 ) ( 12 ) ( 246 ) ( 38 ) （ 351.0 ) （ 66 ) ( 20 ) ( 12 )（ 82.0 )

繊維工業 20.0 5 0 5 0 15.0 1 0 3 0 5.0 0 0 0 0.0

（ 20.0 ) （ 5 ) ( 0 ) ( 5 ) ( 0 ) （ 15.0 ) （ 1 ) （ 0 ) （ 3 ) （ 0 ) （ 5.0 ) （ 0 ) （ 0 ) ( 0 )（ 0.0 )

木材・家具 123.5 29 0 17 0 75.0 1 0 19 0 21.0 27 1 0 27.5

（ 102.5 ) （ 22 ) ( 0 ) ( 17 ) ( 0 ) （ 61.0 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 17 ) （ 0 ) （ 21.0 ) （ 20 ) （ 1 )（ 0 )（ 20.5 )

ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙・印刷 152.5 18 1 27 1 64.5 9 0 52 4 72.0 16 0 0 16.0

（ 156.0 ) （ 19 ) （ 1 ) （ 30 ) （ 1 ) （ 69.5 ) （ 8 ) （ 0 ) （ 52 ) （ 1 ) （ 68.5 ) （ 15 ) （ 4 )（ 2 )（ 18.0 )

化学工業 391.0 71 9 73 6 227.0 14 2 63 10 98.0 60 7 5 66.0

（ 380.0 ) （ 66 ) （ 10 ) （ 72 ) （ 7 ) （ 217.5 ) （ 13 ) （ 1 ) （ 72 ) （ 5 ) （ 101.5 ) （ 54 ) （ 9 )（ 5 )（ 61.0 )

窯業・土石 46.5 11 1 12 1 35.5 0 0 0 0 0.0 8 3 3 11.0

（ 41.5 ) （ 9 ) （ 0 ) （ 12 ) （ 0 ) （ 30.0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 0.0 ) （ 9 ) （ 3 )（ 2 )（ 11.5 )

鉄鋼 59.0 9 2 19 2 40.0 2 0 7 0 11.0 8 0 0 8.0

（ 61.0 ) （ 11 ) （ 2 ) （ 17 ) （ 2 ) （ 42.0 ) （ 2 ) （ 0 ) （ 8 ) （ 0 ) （ 12.0 ) （ 7 ) （ 0 )（ 0 )（ 7.0 )

非鉄金属 126.5 24 3 43 0 94.0 0 0 17 1 17.5 15 0 0 15.0

（ 123.0 ) （ 24 ) （ 2 ) （ 44 ) （ 1 ) （ 94.5 ) （ 0 ) （ 0 ) （ 14 ) （ 1 ) （ 14.5 ) （ 14 ) （ 0 )（ 0 )（ 14.0 )

金属製品 305.0 34 5 65 4 140.0 23 1 94 2 142.0 23 0 0 23.0

（ 287.5 ) （ 36 ) （ 3 ) （ 55 ) （ 4 ) （ 132.0 ) （ 19 ) （ 0 ) （ 98 ) （ 1 ) （ 136.5 ) （ 18 ) （ 1 )（ 1 )（ 19.0 )

電気機械 1,111.0 246 8 247 7 750.5 29 3 127 30 203.0 142 20 11 157.5

（ 1,095.0 ) （ 255 ) （ 8 ) （ 249 ) （ 13 ) （ 773.5 ) （ 28 ) （ 1 ) （ 118 ) （ 30 ) （ 190.0 ) （ 113 ) （ 26 )（ 11 )（ 131.5 )

その他機械 3,442.0 778 20 738 18 2,323.0 144 9 413 7 713.5 391 18 11 405.5

（ 3,336.0 ) （ 783 ) （ 16 ) （ 771 ) （ 21 ) （ 2,363.5 ) （ 126 ) （ 5 ) （ 363 ) （ 6 ) （ 623.0 ) （ 330 ) （ 23 )（ 16 )（ 349.5 )

その他 566.0 114 3 120 2 352.0 32 2 84 7 153.5 52 11 6 60.5

（ 552.0 ) （ 108 ) （ 3 ) （ 124 ) （ 5 ) （ 345.5 ) （ 33 ) （ 1 ) （ 77 ) （ 6 ) （ 147.0 ) （ 49 ) （ 14 )（ 7 )（ 59.5 )

注　１(1)②の表と同じ

④精神障害者の数

ｃ.精神障害者 ｄ.精神障害者
である短時間労
働者

f．　計
ｃ＋(ｄ-e)×0.5+e

b.重度身体障害
者である短時間
労働者

③知的障害者の数

ａ.重度知的障害
者

b.重度知的障害
者である短時間
労働者

ｃ.重度以外の
知的障害者

ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

ｄ.重度以外の
知的障害者であ
る短時間労働者

ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ＋
ｄ×0.5

e.dのうち、
（注5）に該
当する職員

区分

②身体障害者の数

ｃ.重度以外の
身体障害者

①
障害者の数 ａ.重度身体障害

者
ｄ.重度以外の
身体障害者であ
る短時間労働者
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(4) 障害者不足数階級別の法定雇用率未達成企業数

0.5人又は１人 1.5人又は2人 2.5人又は3人 3.5人又は4人
4.5人以上
9人以下

9.5人以上
20人以下

20.5人以上
50人以下

50.5人以上

規模計 2,776 1,765 570 191 133 104 13 － － 1,594
(100.0%) (63.6%) (20.5%) (6.9%) (4.8%) (3.7%) (0.5%) － － (57.4%)

43.5-45.5人未満 83 83 － － － － － － － 81
(100.0%) (100.0%) － － － － － － － (97.6%)

45.5-100人未満 1,350 1,234 116 － － － － － － 1,249
(100.0%) (91.4%) (8.6%) － － － － － － (92.5%)

100-300人未満 926 360 379 124 49 14 － － － 262
(100.0%) (38.9%) (40.9%) (13.4%) (5.3%) (1.5%) － － － (28.3%)

300-500人未満 196 43 35 42 51 25 － － － 2
(100.0%) (21.9%) (17.9%) (21.4%) (26.0%) (12.8%) － － － (1.0%)

500-1000人未満 139 35 25 17 22 38 2 － － 0
(100.0%) (25.2%) (18.0%) (12.2%) (15.8%) (27.3%) (1.4%) － － (0.0%)

1,000人以上 82 10 15 8 11 27 11 － － 0
(100.0%) (12.2%) (18.3%) (9.8%) (13.4%) (32.9%) (13.4%) － － (0.0%)

注１ 　上段は企業数、下段は当該企業規模階級内における構成比。

２

３

区分
①法定雇用率
未達成企業
の数

②不足数
③障害者の
数が0人で
ある企業数

　②欄の「不足数」とは、法定雇用率を達成するために、現在の雇用障害者数に加えて雇用しなければならない障害者の数である。

　構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。
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詳細表

(１) 県の機関（法定雇用率2.6％ ）
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

4 11,327.0 77 14 143 19 320.5 37.0 2.83 4 100.0

（ 4 ) （ 11,269.5 ) （ 75 ) ( 17 ) ( 123 ) （ 20 ） （ 300.0 ) （ 19.5 ) （ 2.66 ) （ 3 ) （ 75.0 )

②　障害種別在職状況

注１ 注１

２

３

４

５

６

７

８

７ （　）内は令和2年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

３ ②③ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに④ｄ欄の精神障害者（ｅ欄（注５参照）に該当する者
を除く。）である、短時間勤務職員については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、②③ｅ欄及び
④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

②③ａ.ｃ欄及び④ｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の職員であり、②③ｂ.ｄ欄及び④のｄ欄は1週間
の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間勤務職員である。

④ｅ欄の職員とは、精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者である。
　①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を
　　取得した者であること

②③ｆ欄及び④ｇ欄の「うち新規雇用分」は令和2年6月2日から令和3年6月1日までの１年間に新規に雇い入れ
られた障害者数である。

６

　②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職
員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

県の機関

２

機関数 Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

①欄の「障害者の数」とは②③ｅ欄及び④ｆ欄の計である。

②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ｅ欄の計を算出するに当たり
ダブルカウントとしている。

Ｄ.重度以外
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間勤務職員
（注５）

法定雇用率
達成機関の
数

法定雇用率
達成機関の
割合

Ｂ.重度身体
障害者及び重
度知的障害者
である短時間
勤務職員

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者（注４）

区分

Ｆ．うち新規
雇用分

③　障害者の数②
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

Ｅ．計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

　この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

８ この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

〔２（１）①表の注〕 〔２（１）②表の注〕

４

５

⑥
実雇用率
Ｅ÷②×
100

　③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を
算出するに当たりダブルカウントとし、Ｄ欄の「重度以外身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職
員」については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。
　ただし、精神障害者である短時間勤務職員であっても、以下の注４に該当する者については、１人分としてカウントして
いる。

　Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の職員である。Ｂ、Ｄ欄は１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
の短時間勤務職員である。

　Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間勤務職員であって、次のいずれかに該当する者を含む。
　①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
　②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を
    取得した者であること

　Ｄ欄の精神障害者である短時間勤務職員とは、精神障害者である短時間勤務職員のうち、注４に該当しない者である。

　Ｆ欄の「うち新規雇用分」は令和2年6月2日から令和3年6月1日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

（　）内は令和2年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

２ 地方公共団体における在職状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

県の機関 320.5 77 13 108 15 282.5 20.5 0 1 0 3 2.5 1.0 25 11 10 35.5 15.5

(前年度分） （ 300.0 ）（ 75 ） 16 ）（ 102 ）（ 18 ）（ 277.0 ）（ 13.0 ）（ 0 ）（ 1 ）（ 0 ）（ 2 ）（ 2.0 ）（ 1.5 ）（ 18 ）（ 3 ） （ 3 ） （ 21.0 ）（ 5.0 ）

④精神障害者の数
ｃ.精神障害
者

ｄ.精神障害
者である短時
間勤務職員

ｆ.計
ｃ＋(ｄ-ｅ）
×0.5＋ｅ

ｇ.うち新規
雇用分

ｃ.重度以外
の知的障害
者

ｅ.ｄのう
ち、（注
５）に該当
する職員

区分

②身体障害者の数
ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5

b.重度身体
障害者であ
る短時間勤
務職員

ｃ.重度以外
の身体障害
者

①
障害者の数

ｆ.うち新規
雇用分

ａ.重度身体
障害者

ｄ.重度以外
の身体障害者
である短時間
勤務職員

ａ.重度知的
障害者

③知的障害者の数
b.重度知的障
害者である短
時間勤務職員

ｅ.計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

ｆ.うち新規
雇用分

ｄ.重度以外
の知的障害者
である短時間
勤務職員

 
- 17 -



(２) 市町村等の機関（法定雇用率2.6％）
①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

37 87,753.0 533 36 1,073 64 2,207.0 303.5 2.52 25 67.6

（ 36 ) （ 86,733.5 ) （ 534 ) （ 31 ) （ 936 ) （ 50 ） （ 2,060.0 ) （ 214.5 ) （ 2.38 ) （ 22 ) （ 61.1 )

注　２(1)①の表と同じ

②　障害種別在職状況

注　２(1)②の表と同じ

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

実雇用率
Ｅ÷②×
100

③　障害者の数
Ｂ.重度身体
障害者及び重
度知的障害者
である短時間
勤務職員

法定雇用率
達成機関の
割合

⑥
Ｄ.重度以外
身体障害者及
び知的障害者
並びに精神障
害者である短
時間勤務職員
（注５）

法定雇用率
達成機関の
数

Ｆ．うち新規
雇用分

市町村等の機関

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者(注４)

区分

②
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る職員数

機関数 Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

市町村等の機関 2,207.0 531 35 586 38 1,702.0 135.0 2 1 119 17 132.5 38.5 287 90 81 372.5 130.0

（ 2,060.0 ） （ 530 ）（ 30 ）（ 575 ）（ 34 ）（ 1,682.0 ）（ 76.5 ）（ 4 ）（ 1 ）（ 98 ）（ 11 ）（ 112.5 ）（ 37.0 ）（ 200 ）（ 68 ) （ 63 ） ( 265.5 ) ( 101.0 )

ｅ.ｄのう
ち、（注
５）に該当
する職員

④精神障害者の数
ｃ.精神障害
者

ｄ.精神障害
者である短時
間勤務職員

ｆ.計
ｃ＋（ｄ-ｅ）
×0.5＋ｅ

ｄ.重度以外
の知的障害者
である短時間
勤務職員

ｇ.うち新規
雇用分

区分

②身体障害者の数
ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5

b.重度身体
障害者であ
る短時間勤
務職員

ｃ.重度以外
の身体障害
者

①
障害者の数

ｆ.うち新規
雇用分

ａ.重度身体
障害者

ｄ.重度以外
の身体障害者
である短時間
勤務職員

ａ.重度知的
障害者

③知的障害者の数
b.重度知的障
害者である短
時間勤務職員

ｅ.計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

ｆ.うち新規
雇用分

ｃ.重度以外
の知的障害
者
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①　概況

① ④ ⑤

機関 人 人 人 人 人 人 人 ％ 機関 ％

7 5,810.0 19 6 88 5 134.5 27.5 2.31 5 71.4

[

( 7 ) ( 5,762.0 ) ( 18 ) ( 4 ) ( 87 ) ( 3 ） ( 128.5 ) ( 22.5 ) ( 2.23 ) ( 5 ) ( 71.4 )

②　障害種別在職状況

機関数 Ａ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者

Ｂ.重度身体障
害者及び重度
知的障害者で
ある短時間労
働者

Ｄ.重度以外身
体障害者及び
知的障害者並
びに精神障害
者である短時
間労働者(注
５)

Ｅ．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋Ｄ×0.5

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者（注４）

⑥
実雇用率
Ｅ÷②×
100

法定雇用率
達成機関の
数

法定雇用率達
成機関の割合

区分

Ｆ．うち新規
雇用分

③　障害者の数②
法定雇用障害者数
の算定の基礎とな
る労働者数

〔２（１）②表の注〕

地方独立
行政法人等

３ 地方独立行政法人等における雇用状況（法定雇用率2.6％）

[２①の表の注]
注１ ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（対象障害者が就業することが困難

であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。
２ ③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当
たりダブルカウントとし、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、
１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。
ただし、精神障害者である短時間労働者であっても、以下の注４に該当する者については、1人分としてカウントされる。

３ Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、Ｂ、Ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者
である。

４ Ｃ欄の精神障害者には、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者を含む。
①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること

５ Ｄ欄の精神障害者である短時間労働者とは、精神障害者である短時間労働者のうち、注４に該当しない者である。
６ Ｆ欄の「うち新規雇用分」は、令和2年6月2日から令和3年6月1日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
７ （ ）内は令和2年6月1日現在の数値である。

なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。
８ この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

地方独立
行政法人等

134.5 18 6 30 4 74.0 13.0 1 0 16 1 18.5 4.5 33 9 9 42.0 10.0

（ 128.5 ）（ 16 ）（ 4 ）（ 28 ）（ 3 ）（ 65.5 ）（ 6.5 ）（ 2 ）（ 0 ）（ 14 ）（ 0 ）（ 18.0 ）（ 3.0 ）（ 36 ）（ 9 ） （ 9 ） （ 45.0 ）（ 13.0 ）

④精神障害者の数
ｃ.精神障害
者

ｄ.精神障害
者である短時
間労働者

ｆ.計
ｃ＋（ｄ-ｅ）
×0.5＋ｅ

ｇ.うち新規
雇用分

ｃ.重度以外
の知的障害
者

ｅ．ｄのう
ち、（注
５）に該当
する労働者

区分

②身体障害者の数
ｅ.計
a×２＋ｂ＋ｃ
＋ｄ×0.5

b.重度身体
障害者であ
る短時間労
働者

ｃ.重度以外
の身体障害
者

①
障害者の数

ｆ.うち新規
雇用分

ａ.重度身体
障害者

ｄ.重度以外
の身体障害者
である短時間
労働者

ａ.重度知的
障害者

③知的障害者の数
b.重度知的障
害者である短
時間労働者

ｅ.計
a×２＋ｂ＋
ｃ＋ｄ×0.5

ｆ.うち新規
雇用分

ｄ.重度以外
の知的障害者
である短時間
労働者

〔２②表の注〕
注１ ①欄の「障害者の数」とは②③のｅ欄及び④ｆ欄の計である。
２ ②③ａ欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、ｅ欄の計を算出
するに当たりダブルカウントとしている。

３ ②③ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに④ｄ欄の精神障害者（ｅ欄（注５参照）
に該当する者を除く。)である、短時間勤務職員については法律上、1人を0.5人に相当するものと
しており、②③ｅ欄及び④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

４ ②③のａ.ｃ欄及び④ｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、②③のｂ.ｄ欄
及び④ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である。

５ ④ｅ欄の職員とは、精神障害者である短時間労働者であって、次のいずれかに該当する者である。
①通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採用された者であること
②通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉
手帳を取得した者であること

６ ②③ｆ欄及び④ｇ欄の「うち新規雇用分」は令和2年6月2日から令和3年6月1日までの1年間に新規
に雇い入れられた障害者数である。

７ （ ）内は令和2年6月1日現在の数値である。
なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。
８ この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

※「地方独立行政法人等」とは、障害者雇用促進法施行令別表第２の第９号から第10号までの法人を指す。
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　（１） 県の機関の状況（法定雇用率2.6％）

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 11,327.0 320.5 2.83 0.0

神奈川県知事部局 8,095.5 228.5 2.82 0.0 注4

神奈川県企業庁 1,000.5 26.5 2.65 0.0

神奈川県議会議会局 79.5 3.0 3.77 0.0

神奈川県警察本部 2,151.5 62.5 2.90 0.0

注　1

2

3

4

5

　（２） 県及び市町村の一定の教育委員会の状況（法定雇用率2.5％）

①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合計 24,384.5 572.5 2.35 36.5

神奈川県教育委員会 24,288.0 571.5 2.35 35.5

大磯町教育委員会 96.5 1.0 1.04 1.0 注4

注　1

2

3

4

5 この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

　大磯町教育委員会（その他の機関）においては、11月16日に大磯町（地方公共団体の機関）と特例認定を受けた。特例認定とは、地方公共
団体の機関及び当該地方公共団体の機関と人的関係が緊密である等のその他の機関の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合
に、当該その他の機関に勤務する職員を当該地方公共団体の機関に勤務する職員とみなすものである。（ｐ.21参照）

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度
知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間勤務職員である精神障害者（通報年の３年前の年に属する６月
２日以降に採用された者または通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得し
た者）については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するもの
として0.5カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得
た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職
員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度
知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントとしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間勤務職員である精神障害者（通報年の３年前の年に属する６月
２日以降に採用された者または通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得し
た者）については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、１人を0.5人に相当するもの
として0.5カウントとしている。
　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得
た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職
員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　神奈川県知事部局は、特例認定を受けている。
  特例認定とは、地方公共団体の機関（Ａ）及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関（Ｂ）の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受
けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。

この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。

４ 公的機関の各機関の状況

　　　　特例認定一覧（都道府県知事部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

神奈川県 神奈川県監査事務局
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①
法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

合　　　計 87,753.0 2,207.0 2.52 127.5

横浜市 38,317.0 916.5 2.39 79.5 特例認定あり(注４)

川崎市 15,904.0 423.5 2.66 0.0 特例認定あり(注４)

相模原市 7,035.5 176.0 2.50 6.0 特例認定あり(注４)

横須賀市 3,412.0 96.0 2.81 0.0 特例認定あり(注４)

平塚市 2,143.0 47.5 2.22 7.5 特例認定あり(注４)

鎌倉市 1,366.0 40.0 2.93 0.0 特例認定あり(注４)

藤沢市 3,249.0 90.5 2.79 0.0 特例認定あり(注４)

小田原市 1,379.0 47.0 3.41 0.0 特例認定あり(注４)

茅ヶ崎市 1,778.5 40.5 2.28 5.5 特例認定あり(注４)

逗子市 544.5 11.5 2.11 2.5 特例認定あり(注４)

三浦市 352.0 12.0 3.41 0.0 特例認定あり(注４)

秦野市 1,194.5 23.0 1.93 8.0 特例認定あり(注４)

厚木市 2,091.0 56.0 2.68 0.0 特例認定あり(注４)

大和市 1,556.0 39.0 2.51 1.0 特例認定あり(注４)、注5

伊勢原市 739.5 19.5 2.64 0.0 特例認定あり(注４)

海老名市 896.5 24.5 2.73 0.0 特例認定あり(注４)

座間市 995.0 25.0 2.51 0.0 特例認定あり(注４)

南足柄市 383.0 11.0 2.87 0.0 特例認定あり(注４)

綾瀬市 608.0 16.5 2.71 0.0 特例認定あり(注４)

葉山町 342.0 10.0 2.92 0.0

寒川町 388.0 8.0 2.06 2.0 特例認定あり(注４)

大磯町 218.5 4.0 1.83 1.0

二宮町 204.0 6.5 3.19 0.0

中井町 107.0 3.0 2.80 0.0

大井町 171.5 4.5 2.62 0.0

松田町 127.0 4.5 3.54 0.0

山北町 136.5 3.5 2.56 0.0

開成町 152.0 3.0 1.97 0.0

箱根町 368.5 9.0 2.44 0.0 特例認定あり(注４)

真鶴町 89.0 0.5 0.56 1.5

湯河原町 217.0 8.0 3.69 0.0

愛川町 391.0 7.0 1.79 3.0

清川村 99.0 3.0 3.03 0.0
 神奈川県内広域水道企業団 237.0 7.0 2.95 0.0

三浦市立病院 115.5 5.0 4.33 0.0

高座清掃施設組合 59.5 5.0 8.40 0.0

小田原市立病院 386.0 0.0 0.00 10.0 (注４)

（３） 市町村等の機関の状況（法定雇用率2.6％）

　特例認定一覧（市町村長部局）

認定地方機関(Ａ) みなされることとなる機関(Ｂ)

横浜市 横浜市教育委員会 横浜市水道局 横浜市医療局病院経営本部 横浜市交通局

川崎市 川崎市教育委員会 川崎市上下水道局 川崎市病院局 川崎市交通局

相模原市 相模原市教育委員会

横須賀市 横須賀市教育委員会 横須賀市上下水道局

平塚市 平塚市教育委員会 平塚市民病院

鎌倉市 鎌倉市教育委員会

藤沢市 藤沢市教育委員会

小田原市 小田原市教育委員会 小田原市水道局 小田原市立病院(R3.9.22認定)

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市教育委員会

逗子市 逗子市教育委員会

三浦市 三浦市教育委員会

秦野市 秦野市教育委員会

厚木市 厚木市教育委員会 厚木市病院事業

大和市 大和市教育委員会

伊勢原市 伊勢原市教育委員会 伊勢原市監査委員 伊勢原市議会 伊勢原市選挙管理委員会 伊勢原市農業委員会

海老名市 海老名市教育委員会

座間市 座間市教育委員会 座間市上下水道局

南足柄市 南足柄市教育委員会

綾瀬市 綾瀬市教育委員会

寒川町 寒川町教育委員会

大磯町 大磯町教育委員会(R3.11.16認定)

箱根町 箱根町教育委員会

注　1

2

3

4

5 　 大和市においては、12月1日時点において、障害者の数40 .0人、実雇用率2.57％、不足数0.0人となっている

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数
に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重
度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間勤務職員である精神障害者（通報年の３年前の年に属する6
月2日以降に採用された者または通報年の３年前の年に属する6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取
得した者）については１人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するも
のとして0.5カウントしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数で
あり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
  したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　注４の機関は、特例認定を受けている。
　特例認定とは、地方公共団体の機関(Ａ)及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関(Ｂ)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を
受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすものである。
　なお、小田原市立病院においては、9月22日に小田原市と特例認定を受けた。
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①
法定雇用障害者数の算定の
基礎となる労働者数

②
障害者の数

③
実雇用率

④
不足数

備考

地方独立行政法人等合計 5,810.0 134.5 2.31 15.0

横浜市住宅供給公社 147.5 3.0 2.03 0.0

川崎市住宅供給公社 80.0 4.0 5.00 0.0

神奈川県住宅供給公社 104.0 2.0 1.92 0.0

公立大学法人横浜市立大学 2,863.0 69.5 2.43 4.5 注４

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 152.0 3.5 2.30 0.0

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 2,219.5 46.5 2.10 10.5

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 244.0 6.0 2.46 0.0

（４） 地方独立行政法人等の状況（法定雇用率2.6％）

注　1

2

3

4

5

　①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就
業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

　②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者
については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントしている。
　また、短時間労働者である重度身体障害者及び重度知的障害者、短時間労働者である精神障害者（通報年の３年前の年に属する６月２日以降に採
用された者または通報年の３年前の年に属する６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者）については１
人を１カウントとしている。
　さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については、法律上、１人を0.5人に相当するものとして0.5
カウントとしている。

　④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、こ
れが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
　したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数0.0となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。

　公立大学法人横浜市立大学においては、12月1日時点において、障害者の数76.0人、実雇用率2.65％、不足数0.0人となっている。

　この集計は、令和3年11月29日時点の集計結果に基づき作成した。
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